
戸田市給水装置工事施行基準（増補版）の新旧対照表



旧 新
該当
ページ

該当
ページ

P1

22
43
48
56
66

第22条 官⺠境界
第28条 5 官⺠境界
第32条 官⺠境界
第41条1（1）官⺠境界
第57条1（1）〜（3）図内 敷地境界

22
43
48
56
66

全て道路境界に変更



旧 新
該当
ページ

該当
ページ

P2

第１３条 給水装置工事業務フロー

第1号様式（第2条関係） 給水装置（新設・改造・修繕）工事申込書
（宛先）⼾⽥市⻑

第１３条 給水装置工事業務フロー

第1号様式（第2条関係） 給水装置（新設・改造・修繕）工事申込書
（宛先）⼾⽥市水道事業 ⼾⽥市⻑

13 13



旧 新
該当
ページ

該当
ページ

P3

第１３条 給水装置工事業務フロー

第2号様式（第2条関係） 給水装置工事計画書

第１３条 給水装置工事業務フロー

第2号様式（第2条関係） 給水装置工事計画書
給水装置工事主任技術者押印廃止

14 14



旧 新
該当
ページ

該当
ページ

P4

第１３条 給水装置工事業務フロー

第4号様式（第3条関係） 給水装置工事しゅん工届
（宛先）戸田市長

第１３条 給水装置工事業務フロー

第4号様式（第3条関係） 給水装置工事しゅん工届
（宛先）戸田市水道事業 戸田市長
給水装置工事主任技術者押印廃止

16 16



旧 新
該当
ページ

該当
ページ

第２７条 連絡調整

１ 指定給水装置工事事業者は、配水管より給水管の分岐取出し及び撤去
を行う場合は、事前にその工事施工日について管理者に連絡を行うこと。

第２８条 給水管の分岐

６ 給水管を分岐する際は、不断水分岐工法にて施工すること。また、分
岐部の材料においては、
以下のとおりとする。
（1） Φ25 からΦ50 は、サドル付分水栓から第一止水栓までステンレ
ス製とする。
（2） Φ75 以上は、原則不断水式割 T 字管（ダクタイル鋳鉄管）とす
る。
７ 給水引込管の分岐の工法においては、以下のとおりとする。
（1） 穿孔機は確実に取付け、その仕様に応じたドリルを使用すること。
（2） 粉体塗装またはモルタルライニングされたダクタイル鋳鉄管にお
ける穿孔は、内面被覆
面等に悪影響を与えないように行うとともに、密着コア（ゴム付）を挿
入すること。
８ 分岐口径は、使用水量及び配水管への影響を考慮したうえ、原則とし
て、配水管の口径より
一口径以上小さく、かつ、口径Φ25 以上とすること。ただし、３階建て
以上の直結直圧また
は直結増圧給水の場合は、二口径以上小さくすること。
９ 分水器具の取付けにおいて、ボルトの締付けは片締めにならないよう
均一に締付けること。
１０ 分岐工法や使用材料は承認されたものであること。
１１ サドル付分水栓または不断水式割 T 字管周りには、土壌による腐
食から守るため、防食
フィルムを巻くこと。

第２７条 連絡調整

１ 指定給水装置事業者は、配水管の分岐取出し及び撤去を行う場合、工事施
工は開庁日のみに実施するものとし、事前に委託者と調整・予約を行わなけれ
ばならない。

第２８条 給水管の分岐

（追加） ６ 道路部分に布設する給水管上に埋設シートを設置し、管の明示を
行うこと
７ 給水管を分岐する際は、不断水分岐工法にて施工すること。また、分岐部
の材料においては、以下のとおりとする。
（1） 配水管から宅地に分岐するΦ25からΦ50の給水管は、サドル付分水栓
から第一止水栓までステンレス波状管とする。公道に配水管が布設されていな
い場合、原則として配水管分岐部から宅地の引込までステンレス波状管とする
こと。
また私道に給水管を縦断させる場合には、配水管から第一止水栓までをステン
レス波状管とすること。
（2） 配水管から宅地に分岐するΦ75以上の給水管は、不断水式割T字管に
よって分岐しGX形ダクタイル鋳鉄管とすること。
８ 給水引込管の分岐の工法においては、以下のとおりとする。
（1） 穿孔機は確実に取付け、その仕様に応じたドリルを使用すること。
（2） 粉体塗装またはモルタルライニングされたダクタイル鋳鉄管における穿
孔は、内面被覆面等に悪影響を与えないように行うとともに、密着コアを挿入
すること。
９ 分岐口径は、使用水量及び配水管への影響を考慮したうえ、原則として、
配水管の口径より一口径以上小さく、かつ、口径Φ25以上とすること。ただ
し、３階建て以上の直結直圧または直結増圧給水の場合は、二口径以上小さく
すること。
１０ 分水器具の取付けにおいて、ボルトの締付けは片締めにならないよう均
一に締付けること。
１１ 分岐工法や使用材料は承認されたものであること。
１２ サドル付分水栓または不断水式割T字管周りには、土壌による腐食から守
るため、防食フィルムを巻くこと。

43 43

P5

43 43



旧 新
該当
ページ

該当
ページ

P6

44 45第２８条 給水管の分岐 第２８条 給水管の分岐
給水装置工事断面図（25〜50㎜）及び（75㎜以上）について
埋設シート（管上30㎝）を追加



旧 新
該当
ページ

該当
ページ

第２９条 給水装置の撤去 第２９条 給水装置の撤去

サドル付分水栓を撤去時の使用材料にサドル付分水栓と同金属の分水キャップと記載

４5 ４６

P7



旧 新
該当
ページ

該当
ページ

第３１条 給水管

既設取出管の再利用条件
• 私道の単独管においては配水管分岐部から宅内の第一止水栓の区間、連合管において
は連合管からの分岐部から宅内の第一止水栓の区間で、過去に１度も漏水をしていな
いこと
• 給水方式や使用水量に対して適正口径であること
• 連合管からの支分件数が適正で、原則として管内流速が 2.0ｍ/sec を超えないこと
• サドル付分水栓接続部から第一止水栓まで管材質がステンレスΦ25 以上であること
（連合管からの分
岐や配水管の無い公道上を除く）

第３１条 給水管

解説を下のイラストに例示
公道の縦断管を原則としてステンレス波状管とする
Φ75以上の分岐管のイラストを追加

既設取出管の再利用条件
•私道の単独管においては配水管分岐部から宅内の第一止水栓の区間（例2）、連合管
においては連合管からの分岐部から宅内の第一止水栓の区間（例1）で、過去に１度も
漏水をしていないこと
•給水方式や使用水量に対して適正口径であること
•連合管からの支分件数が適正で、原則として管内流速が2.0ｍ/secを超えないこと
•原則として、サドル付分水栓接続部から第一止水栓まで管材質がステンレスΦ25以上
であること（例1〜例5）
•Φ75以上の分岐管が非耐震の場合は、原則として再利用できない（例6）

４6 ４7
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旧 新
該当
ページ

該当
ページ

第４９条 給水引込工事 第４９条 給水引込工事

右側断面図の「ボックスカルバート等」を「柵渠等」に変更

61 61

P9



旧 新
該当
ページ

該当
ページ

第２編
第４条 協議等

第６条 建物用途及び配管形態

2（3）共同住宅、小規模店舗ビル、小規模事務所ビル等の場合は、１階（直結増圧給
水の場合は、増圧装置より一次側）に直圧共用メーターを設けるものとする。

（7） 共同住宅、小規模店舗ビル及び小規模事務所ビルにおいて、立管は同口径とし
管頂部に吸排気弁を設置すること（3 階直結直圧におけるメーター地置き時を除く）。

第２編
第４条 協議等

追加
４ 協議を必要としないもの
（1） 3階建専用住宅及び３階建てでメーター2個までの二世帯住宅等で、水理計算に
よって十分な水圧・水量が確認できる建物。
（2） 3階建て専用住宅及び二世帯住宅等で3階の水栓が1栓のみの建物。

第６条 建物用途及び配管形態

2（3） 共同住宅、小規模店舗ビル、小規模事務所ビル等の場合は、１階（直結増圧給
水の場合は、増圧装置より一次側）に直圧共用メーターを設けるものとし、設置場所
を末端部としないこと。

立管は同口径としを削除
（7） 共同住宅、小規模店舗ビル及び小規模事務所ビルにおいて、竪管の管頂部に吸
排気弁を設置すること（3階直結直圧におけるメーター地置き時を除く）。

70 70

71 ７１

P10



旧 新
該当
ページ

該当
ページ

P11

〈等式等〉
第1号様式（第2条関係） 給水装置（新設・改造・修繕）工事申込書
（宛先）⼾⽥市⻑

〈様式等〉
第1号様式（第2条関係） 給水装置（新設・改造・修繕）工事申込書
（宛先）⼾⽥市水道事業 ⼾⽥市⻑

95 94



旧 新
該当
ページ

該当
ページ

P12

〈等式等〉
第2号様式（第2条関係） 給水装置工事計画書
給水装置工事主任技術者押印必要

〈等式等〉
第2号様式（第2条関係） 給水装置工事計画書
給水装置工事主任技術者押印廃止

96 95



旧 新
該当
ページ

該当
ページ

〈等式等〉
第3号様式（第2条関係） 給水装置撤去工事届出書
（宛先）戸田市長

〈等式等〉
第3号様式（第2条関係） 給水装置撤去工事届出書
（宛先）戸田市水道事業 戸田市長
文言変更
施工工事店名 押印廃止

97 96



旧 新
該当
ページ

該当
ページ

P14

〈等式等〉
第7号様式（第10条関係） 給水装置所有者名義変更書
（宛先）戸田市長

〈等式等〉
第7号様式（第10条関係） 給水装置所有者名義変更書
（宛先）戸田市水道事業 戸田市長

98 97



旧 新
該当
ページ

該当
ページ

P15

〈等式等〉

第4号様式（第3条関係） 給水装置工事しゅん工届
（宛先）戸田市長

〈等式等〉

第4号様式（第3条関係） 給水装置工事しゅん工届
（宛先）戸田市水道事業 戸田市長
給水装置工事主任技術者押印廃止

99 98


